
この動画では、車両系建設機械と移動式クレーンの作業計画書の作成方法を
説明いたします。
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まず最初に作業計画書を作成するときの流れを説明します。

①協力会社のみなさんは、左ページに必要事項を記入、作業計画図を作成し
てください。完了したら、工事所職員に渡してください

②工事所職員が内容を確認、審査のうえ、問題がなければ承認します

③工事所から作業計画書が戻ってきたら、左ページ上部の欄に受領日を記入
し、提出時に記入した安全衛生責任者の右横に押印またはサインしてください

④作業計画書の内容は、関係者に周知し、サインのうえ保管してください

作成する際には、次のものを準備してください。作業計画書の記入用紙、使用
する重機の性能が分かる資料、作業場所の状況、縮尺が分かる平面図が必要
です。手元に無い場合はご自身の会社、もしくは工事所に問い合わせてくださ
い。
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作業計画書の作成が必要な車両系建設機械と移動式クレーンの一覧です。

使用する重機にチェックを記入してください。

このうち、赤点線枠で囲まれた重機は、接触防止のための安全装置の取り付
けが必要な重機となっていますので、必ず確認してください。
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作業名称等について記入する部分です。

項目に従って記入してください。

作業年月日の項目欄ですが、同様の作業が続く場合でも、作業年月日は概
ね１ヵ月程度の期間としてください。

承認計画書受領日は、元請け承認後に記入してください。
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車両系建設機械について記入する部分です。

掘削、床付および残土積み込み作業の記入例です。

例えば、カタログの仕様を見て機種・形式(規格)を記入、各種バケットを見て性
能(能力)・掘削最大深さ(高さ)を記入してください。
機械の仕様に無い項目は、横線や斜線を記入してください。
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接触防止のための安全装置は必須です。

作業指揮者の選任が必要な作業内容は記載の通りですので、該当する作業

は、必ず選任してください。
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移動式クレーンについて記入する部分です。

均しコンクリート打設作業の記入例です。

使用するクレーンや吊り具のカタログ等を参照しながら、項目に従って記入し
てください。作業時最大荷重は、フック重量、吊具荷重、吊荷荷重の合計荷重
になります。
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クレーン能力最大半径は、先ほど求めた作業時最大荷重である1.57トン以上
の能力の最大半径としてください。

今回の場合、1.7トンが吊れる作業半径である22メートルがクレーン能力最大
半径となります。

実作業時の作業半径は、現地や作業計画図等で確認したうえで、計画してい
る作業半径を記入してください。

アウトリガーは原則、最大張り出しとしてください。張り出し長さはカタログ等を
参照してください。

実作業時の定格総荷重は、実作業時の作業半径15メートルでの定格総荷重
である3.8トンとしてください。

この荷重に安全率90％を見込むと、3.42トンとなります。

この3.42トンが作業時最大荷重である1.57トンを下回らないように計画してくだ
さい。
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クレーン運転者や玉掛け作業には資格が必要です。吊り上げ荷重による区分
により、必要な資格が異なるので注意してください。玉掛者と合図者の兼任は可
能です。
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作業計画図の作成例です。

まず、作業場所の状況が分かる各種工事の施工計画図、総合仮設計画図な
どの縮尺が分かる平面図などを準備してください。

作業計画図には、作業場所、機械設置位置、作業半径、立入禁止区画、安

全通路、誘導者等配置位置、運行経路、地盤の状態、架空線、埋設物位置、

等を記入してください。
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作業計画図に記入する重機や区画等を手書き記入する場合の記入例です。

作業半径は作業計画図の縮尺に合わせて記入してください。縮尺が1/100の
場合、1メートルが1センチメートルの長さになります。
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左ページの記入と作業計画図の作成が完了したら、

①作業計画書を工事所に提出してください

②工事所が計画に対する作業条件や指導事項を記入、審査、承認します

③工事所から作業計画書が戻ってきたら、左ページ上部の欄に受領日を記入
し、提出時に記入した安全衛生責任者の右横に押印またはサインしてください

これで、作業計画書の作成は完了となります。
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作成完了後、作業計画書をコピーしてください。

本書は工事所に返却してください。

コピーした作業計画書の内容、右ページの指導事項等を確認して、作業を開
始するまでに、必ず関係者に周知してください。

周知が完了したら、右ページ下の欄に周知びを記入し、周知対象者に必ずサ
インをもらうようにしてください。

作業員の方が交代した場合も、作業計画書の内容を都度周知し、周知した記
録を残してください。

13



以上で説明を終わります。
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